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DBのポータビリティについて 

 

 

1. はじめに ～ ポータビリティの目的 

厚生年金や国民年金といった公的年金に上乗せして給付される年金制度を総称して私的年金といいます。

私的年金は高齢期に、より豊かな生活を送るための制度として重要な役割を果たしています。私的年金制

度は企業年金と個人年金に分けられ、企業や個人は、多様な制度の中からニーズに合った制度を選択する

ことができます。就労形態が多様化する中、加入者の選択肢を拡大し、老後の所得確保に向けた自助努力

の環境を向上させるため、制度間（確定給付企業年金（DB）、確定拠出年金（DC）、中小企業退職金共済

（中退共）等）のポータビリティが確保されています。 

今回は、関係会社間等で転籍者が発生した場合のポータビリティを例に、転籍元と転籍先のそれぞれに

ついてＤＢを中心に解説いたします。 

 

2. 転籍元の DBからみたポータビリティ 

DB を実施している事業所Ａ社の従業員がＢ社に転籍した場合を考えてみます。転籍元であるＡ社から

みたポータビリティは、転籍先であるＢ社が「DBを実施しているか否か」「ＤＣを実施しているか否か」

などで扱いが異なります。 

 

＜図表１＞  

 

 

 

 

 

 

 

（１）Ｂ社が DBを実施している場合 

Ａ社とＢ社の間で恒常的に転籍者が発生するのであれば、両社のDB規約に「転籍に関する条項」

を定めておくことが可能です。ここでいう「転籍に関する条項」とは、「権利義務の移転・承継」と「脱

退一時金相当額の移換」の２通りが考えられます。 

     

【権利義務の移転・承継とは】 

権利義務の移転とは、移転元制度における権利義務を移転先制度へそのまま移転することであり、
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権利義務の承継とは、移転先

制度が移転元制度における権

利義務をそのまま承継するこ

とです。図表１のＸさんから

見た場合、「移転元で適用され

ていたＡ社のDB制度」につ

いて「移転先のＢ社のDB制

度」においても適用を受け続

けるということになります。

Ａ社での加入者期間を通算し

た上でＢ社のＤＢ制度に加入

し、Ｂ社のＤＢ制度から給付

を受けることになる訳ですが、

この場合、Ａ社とＢ社が全く

同じＤＢ制度であればよいの

ですが、移転元制度と移転先

制度とは制度内容が異なる場

合が多いため、Ａ社から転籍

してきたXさんへの給付を円

滑に行うためには、Ｂ社のＤ 

Ｂ制度に近づける必要があるでしょう。権利義務の移転・承継も含め、転籍者Ｘさんの取り得る選択

肢は図表２の通りです。 

 

なお、権利義務の移転・承継には図表１の例のＡ社からＢ社へ転籍者が発生し権利義務の移転・

承継を行う場合などの「個人単位」での権利義務の移転・承継のほか、基金型ＤＢの実施事業所の一

つが規約型ＤＢの実施先へ事業所単位で権利義務の移転を行う場合などの「事業所単位」での権利義

務の移転・承継もあります。 

 

 

【権利義務の移転・承継の手続き】 

権利義務の移転・承継を行う場合は、Ａ社側のＤＢ規約に「Ｂ社への移転に関する条項」を、Ｂ社

側のＤＢ規約に「Ａ社からの承継に関する条項」を規定することになります。そして、移転元のＡ社

においては権利義務「移転」の承認申請が、移転先のＢ社においては権利義務「承継」の承認の申請

が必要となります。Ａ社とＢ社の双方のＤＢ規約に権利義務の移転・承継に関する規定が既に記載さ

れていたとしても、権利義務の移転・承継の承認申請は、権利義務の移転・承継による移換が発生す

る都度行わなければなりません。（法改正解説①へ） 

 

権利義務の移転・承継の申請にあたっては、事業所単位と個人単位のどちらで行う場合も、移転元

と移転先のそれぞれのＤＢで同意が必要となります。必要となる主な同意は図表３のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表２＞ 転籍者Ｘさんの選択肢 

 選択① 過去期間を通算した上でＢ社のＤＢ制度に加入し、Ｂ

社のＤＢ制度の適用を受ける。移転先であるＢ社のＤ

Ｂ制度によっては、減額同意書を提出した上で、Ｂ社

のＤＢ制度に加入することになる。 

選択② Ａ社で脱退一時金を受給する。 

選択③ Ａ社で脱退一時金を繰下げ、年金を受給する。（年金

の受給権を得るための加入者期間を有する場合に限

る。） 

選択④ 企業年金連合会（ＤＢ等の中途脱退者から脱退一時金

相当額の受入を行い企業年金連合会規約に定める支

給開始年齢に達したときに通算企業年金を支給して

います。）やＤＣ（個人型）へ脱退一時金相当額を移

換する。 

 

選択②～④の場合、Ｂ社の DB としての制度変更は不要です。

（転籍日を入社日とする中途採用者を１名採用したことと同

じです。） 
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＜図表３＞ 権利義務移転・承継の手続きに必要な同意 

 移転元のＤＢ 移転先のＤＢ 

個人単位 事業所単位 個人単位 事業所単位 

規約型

ＤＢ 

・実施事業所に使用され

る厚生年金保険の被

保険者の過半数労働

組合（※１）または過

半数代表者（※２）の

同意 

・転籍する加入者が使用

される実施事業所の

事業主の全部の同意 

・転籍する加入者の権利

義務の移転に関する

同意 

 

・同左 

 

 

 

 

 

・同左 

 

 

・転籍する加入者の過半

数で組織する労働組合

（該当する労働組合が

無い場合は転籍する加

入者の過半数を代表す

る者）の同意 

・実施事業所に使用され

る厚生年金保険の被

保険者の過半数労働

組合（※１）または過

半数代表者（※２）の

同意 

・減額の同意（給付減額

の場合） 

 

 

 

・同左 

 

 

 

 

 

・同左 

 

基金型

ＤＢ 

（※３） 

 

・転籍する加入者が使用

される実施事業所の

事業主の全部の同意 

 

・同左 

 

 

・転籍する加入者の過半

数で組織する労働組合

（該当する労働組合が

無い場合は転籍する加

入者の過半数を代表す

る者）の同意 

・転籍する加入者以外の

加入者が使用される基

金の実施事業所に係る

代議員（転籍する加入

者となる代議員を除

く）の４分の３以上の

同意 

・減額の同意（給付減額

の場合） 

 

・同左 

   （※１）過半数労働組合 厚生年金保険の被保険者の過半数で組織される労働組合 

     （※２）過半数代表者  厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者（厚生年金保険の被保険者の過半数で組織される労働組

合がないとき） 

    （※３）基金型ＤＢの場合は、図表２の同意のほかに、代議員会における代議員の定数の４分の３以上の多数による議決が必要と

なります。 

 

法改正解説① ＤＢ間の権利義務移転手続きの簡素化 

施行日 ＤＢ法等改正の内容 

２０１６（平成２８）年

７月 

ＤＢ間で個人単位の権利義務移転・承継を行う場合において、給

付の支給に関する権利義務を移転・承継する転籍者の同意を得た

場合には、厚生労働大臣の承認（認可）を受けずに移転・承継す

ることが可能となりました。ただし、承認（認可）が不要となる

ケースは同一の給付設計での権利義務移転・承継等に限られ、該

当しない場合には、従前と同様に厚生労働大臣へ権利義務移転・

承継の承認（認可）申請をする必要があります。 

 

【脱退一時金相当額の移換とは】 

脱退一時金相当額の移換とは、文字通り、Ａ社の脱退一時金相当額をＢ社へ移換することです。移

換を行った場合、移換先のＤＢ制度の適用を受けることになります。なお、権利義務の移転・承継の

場合と異なり、Ａ社の脱退一時金を受けるための要件を満たす者（中途脱退者）が脱退一時金相当額

の移換の対象となります。（法改正解説②へ） 
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「企業年金のポータビリティ」が義務化された２００５（平成１７）年１０月１日以降は、全ての

DB 規約に「脱退一時金相当額の移換」についての条項を定めることが義務化されています（法改正

解説③へ）ので、Ａ社側のDB規約の変更は不要です。 

 

一方、２００５（平成１７）年１０月１日の法改正では、「他の DB からの脱退一時金相当額の受

換に関する条項」を定めることは任意とされ、ほとんどのＤＢ規約では定められていないため、Ｂ社

側のＤＢ規約に「受換に関する条項」を定めることが必要となります。具体的には加入者期間や給付

時の取扱いを定めることになりますが、移換先の DB 制度から支給する脱退一時金は、移換先の DB

の規約で定める額と受換した脱退一時金相当額のいずれか高い額となります。脱退一時金相当額の移

換を行う場合、移換先のDB制度から支給する脱退一時金が、受換した脱退一時金相当額を下回る場

合には、受換した脱退一時金相当額を保証することが必要であり、これは、移換先のＤＢ制度で年金

受給資格を得て脱退した場合に支給する年金も考え方は同様です。通常は、脱退一時金相当額の受換

する側のＤＢ制度はいわゆるキャッシュバランスプランであることが多く、受換した脱退一時金相当

額に本人の持ち分を付与していくことになりますので、移換先制度から支給する脱退一時金は、受換

した脱退一時金相当額よりも高い額となることが一般的です。また、移換先のDB制度の脱退一時金

の受給要件を満たさずに脱退したときは、受換した脱退一時金相当額を支給しなければなりません。

なお、Ｘさんが脱退一時金相当額の移換を行わなかった場合の選択肢は、図表２における選択肢②か

ら④と同様になります。 

法改正解説②  脱退一時金相当額の移換対象者の拡大 

施行日 ＤＢ法等改正の内容 

２０１８（平成３０）年

５月 

ＤＢの中途脱退者の定義が変更され、それまでは脱退一時金の

受給権者のうち、老齢給付金の加入者期間要件を満たさない者が

中途脱退者とされていましたが、老齢給付金の加入者期間要件を

満たす者も中途脱退者となりました。これにより脱退一時金相当

額の移換を申し出ることができる対象者が拡大されました。 

 

法改正解説③ 「脱退一時金相当額の移換」という選択肢の追加 

施行日 ＤＢ法等改正の内容 

２００５（平成１７）年

１０月 

新たなポータビリティの形態として「脱退一時金相当額の移換」

という選択肢が追加され、ＤＢ間、ＤＢ→ＤＣへの脱退一時金相

当額の移換が可能になりました。 

 

【個人単位での権利義務の移転・承継と脱退一時金相当額の移換の違い】 

個人単位での権利義務移転・承継と脱退一時金相当額の移換では、図表４のように様々な違いがあ

りますので、必要となる手続きや転籍先のＤＢの制度を検討の上、どちらの方法とするのかを決定す

ることになります。なお、脱退一時金相当額の移換は、受換先のＤＢにおいて、他のＤＢ制度からの

受け入れを可能とするようなDB 制度が限られているため、採用例は少ないようです。 

＜図表４＞ 「個人単位での権利義務の移転・承継」と「脱退一時金相当額の移換」の違い 

 個人単位での権利義務の移転・承継 脱退一時金相当額の移換 

対象 

資格喪失者のうち転籍先ＤＢ制度の加入者となる者 資格喪失者のうち転籍先ＤＢ制度の加入者となる者（転

籍元ＤＢ制度の脱退一時金を受けるための要件を満たす

者に限る） 

加入期間 

転籍元の加入者期間の全部を転籍先ＤＢ制度の加入者期

間に算入する。 

転籍元の加入者期間の全部又は一部（移換金を移換先制

度換算で算入する場合、一部とする場合有り）を転籍先

制度の加入者期間に算入する 

減額可否 可（減額となる者の同意要） 判定不要 

規約へ 

の定め 

転籍元・転籍先双方の規約に規定が必要 転籍先の規約に脱退一時金相当額を受け入れる規定が必

要（転籍元の規約に脱退一時金相当額を移換する規定は、

2005（平成17）年10月の法改正で規定済み） 

相手先特定

の要否 

転籍元・転籍先双方のＤＢ規約に相手方を特定する必要

有り 

特定不要（特定することも可） 

転籍元の制度内容は関係ない 
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（２）Ｂ社が DBを未実施の場合 

権利義務の移転・承継はできません。２００５（平成１７）年１０月１日の法改正で全てのDB規

約に「脱退一時金相当額の移換」についての条項が規定されていますので、Xさんの選択肢としては

（転籍日を退職日としてＡ社のＤB 制度から脱退一時金を受給する以外に、）脱退一時金相当額の受

入れを行っている企業年金連合会やＤＣ（個人型）へ脱退一時金相当額を移換することが可能です。 

 

（３）Ｂ社が DC（企業型）を実施している場合 

ＤＣについては、２００５（平成１７）年１０月１日の法改正で受入が義務付けられ、全てのＤＣ

規約に脱退一時金相当額の受換に関する条項が定められていますので、Ｂ社が実施している DC（企

業型）やＤＣ（個人型）へ脱退一時金相当額の移換をすることが可能です。 

 

3. 転籍先の DBからみたポータビリティ 

DB を実施している事業所Ｑ社へ従業員が転籍した場合のポータビリティは、転籍元のＰ社で「DB を

実施しているか否か」「ＤＣを実施しているか否か」などで扱いが異なります。 

 

＜図表５＞  

 

 

 

 

 

 

（１）Ｐ社が DBを実施している場合 

「2. 転籍元のDBからみたポータビリティ」で解説しましたＢ社と同様になります。 

 

（２）Ｐ社が DBを未実施の場合 

P社がDBを実施していない場合、ポータビリティとは直接関係がありませんが、Ｑ社のDB制度

上、転籍者Ｙさんの給付額算出に P 社の勤続期間を通算することとするのか否かによって Q 社の対

応が異なります。つまり、P 社の勤続期間を通算しないのであれば、転籍日を入社日とする中途採用

者を１名採用したことと同じですので、DB としての制度変更は不要です。反対に、P 社の勤続期間

を通算するのであれば、その旨をＱ社のDB規約に定める制度変更を行うこととなります。 

 

（３）Ｐ社が DC（企業型）を実施している場合 

DCの個人別管理資産をDBで受換することが可能です。（法改正解説④へ）この場合、個人別管理

資産の算定の基礎となった期間の全部または一部を移換先のＤＢ制度の加入者期間に算入することに

なります。Ｑ社側のＤＢ規約には「他のＤＣから個人別管理資産の受換に関する条項」を定めること

が必要になります。一方、２０１８（平成３０）年５月以降は、全てのＤＣ規約に「個人別管理資産

の移換」についての条項を定めることが義務化されていますので、Ｐ社側のＤＣ規約の変更は不要で

す。なお、ＹさんがＤＣの個人別管理資産をＱ社のＤＢ制度へ移換しない場合、ＤＣ（個人型）への

移換が可能です。この場合のＱ社の対応は、上述（２）Ｐ社の勤続期間を通算しない場合と同様にな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ社 

ＤＢを実施 

Ｐ社 

 １名転籍 

（Yさん） 
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法改正解説④ ＤＣからＤＢへの移換 

施行日 ＤＢ法等改正の内容 

２０１８（平成３０）年

５月 

企業型ＤＣの加入者及び個人型ＤＣの加入者がＤＢを実施して

いる会社に転職（就職）等をした場合に、転職（就職）先のＤＢ

へ個人別管理資産を移換することができるようになりました。こ

れまでは例えば、企業型ＤＣの資格を喪失後、転職（就職）先で

ＤＢの加入者の資格を取得しても、ＤＢでの加入者期間が要件に

届かないために年金の受給ができなかったようなケースにおいて

も、年金の受給ができる可能性が高まることになります。 

 

4. DB・DC と中退共の間での移換 

DB・ DCと中退共の間についても、一部の条件に合致する場合に限りますが、資産の移換が可能です。

ＤＢから中退共へ資産移換を行う場合は積立金を中退共に移換することを、中退共からＤＢへ資産移換を

行う場合はＤＢが解約手当金相当額を受換することを、ＤＢの規約において定めることが必要になります。

（法改正解説⑤へ） 

 

法改正解説⑤ ＤＢ・ＤＣと中退共の間での移換 

施行日 ＤＢ法等改正の内容 

２０１８（平成３０）年

５月 

従来、中退共に加入している企業が中小企業者でなくなった場

合に、中退共からＤＢや企業型ＤＣへの資産の移換を認めていま

したが、この条件に「合併などの場合」が加えられ、２０１８（平

成３０）年５月から、合併・会社分割等により同じ企業にＤＢ・

ＤＣと中退共が併存する場合に限っての措置として、中退共から

ＤＢや企業型ＤＣへ資産の移換を行うことが可能となりました。

また、従来認められていなかったＤＢや企業型ＤＣから中退共へ

の資産の移換についても、この「合併などの場合」に限り資産の

移換を行うことが可能となりました。制度の一本化を通じ中小企

業の制度運営負担の軽減に寄与することが期待されています。 

 

5. むすび 

確定給付企業年金法第１条では、法の目的として、「…事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期にお

いて従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、…もって公的年金の給付と

相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定されています。また、法改

正解説①～⑤の通り、制度間でのポータビリティ等については、制度面での整備が順次行われてきました

が、他の企業年金からDBへの資産移換については移換先であるDBの規約において受換を認めている場

合に限られるなどの課題もあり、更なるポータビリティの拡充について検討がされているところです。 

従業員が退職した場合や関係事業所間等で転籍等が発生した場合は、法の目的を達成するため、中途脱

退者等からの問合せや相談に対し、実施事業所の事業主や企業年金基金として適切に対応することが求め

られます。今回の記事の内容がそのような相談対応に少しでも役立てていただけるのであれば幸甚です。 

 

（年金業務部  申請・契約グループ 林 慶子） 
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    りそなコラム 

 

確定給付企業年金の契約書類と印紙税法の関係について 

 

第 622 回のコラムのテーマは、「確定給付企業年金の契約書類と印紙税法の関係」に関する、とある信託

銀行の新人担当者「Ａさん」と、その上司「Ｂ課長」とのディスカッションです。 

 

Ａ さ ん：当社が総幹事であるＣ企業年金基金が第２口座を開設されたことに伴い、第２契約締結に関す

る契約書類を基金に持参し、調印を依頼しました。その際、基金の事務ご担当者から、「２通あ

る年金信託契約書のうち、１通にしか収入印紙が貼っていないけど、収入印紙が貼っていない

もう１通には、当基金の方で貼ればよいのですか？」というご質問がありました。『今回の契約

書においては、基金さまは、収入印紙の貼り付けは不要です』、と説明しましたが、その根拠が

わからず、詳しくは後日回答することになっております。 

Ｂ 課 長：なるほどね。では、この場合、収入印紙が貼ってある契約書と貼っていない契約書、どちらが

基金分の契約書になるかはわかるかな？ 

Ａ さ ん：はい。収入印紙が貼ってある契約書の方が基金分の契約書となり、貼っていない契約書の方が

当社分の契約書になります。 

Ｂ 課 長：そのとおりだね。なぜ、そのような取扱いになるかは印紙税法で定められているんだよ。企業

年金基金と信託銀行が共同で作成した年金信託関係文書は、印紙税法第４条第６項により、企

業年金基金が保存するものは信託銀行が作成したものとみなされるため、課税文書となり信託

銀行が納税義務者となるよ。 
 

 
印紙税法 
（課税文書の作成とみなす場合等） 
第４条 （略） 

２～４ （略） 
５ 次条第２号に規定する者（以下この条において「国等」という。）と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法
（明治４１年法律第５３号）に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者（公証人を除く。）

が保存するものは国等が作成したものとみなす。 
６ 前項の規定は、次条第３号に規定する者とその他の者（国等を除く。）とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。  

 

一方、信託銀行が保存するものは、同項により、企業年金基金が作成したものとみなされるか

ら、印紙税法第５条第３号により、「印紙税法別表第３の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲

げる者が作成したもの」に該当して非課税文書となるよ。 
 

 
印紙税法 
（非課税文書） 

第５条 別表第１の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 
１ 別表第１の非課税物件の欄に掲げる文書 
２ 国、地方公共団体又は別表第２に掲げる者が作成した文書 

３ 別表第３の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの  
 

 
印紙税法 
別表第３ 非課税文書の表（第５条関係） 

文書名（上欄） 作成者（下欄） 

（略） （略） 

確定給付企業年金法（平成１３年法律第５０号）第３０条第３項（裁定）に規定する給
付又は同法第９１条の１８第４項第１号（連合会の業務）に掲げる事業及び同法第９１条
の２３第２項（裁定）に規定する給付に関する文書 

企業年金基金又は企業年金連合会 

 

 

この場合、「印紙税法別表第３の下欄に掲げる者」（この事例では、Ｃ企業年金基金）に該当す

る者が作成したもののみが非課税になるのであって、すべての作成者に対して非課税となるわ

けではないことに注意が必要だね。また、「印紙税法別表第３の下欄に掲げる者」が作成した文

書すべてが非課税になるわけではないよ。非課税となるのは「印紙税法別表第３の上欄に掲げ

る文書」のみで、その他の文書は課税されるんだ。つまり、別表第３の上欄、下欄両方に該当

した場合に非課税になるんだよ。 
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Ａ さ ん：ええと、少しややこしいですが、今回の件に当てはめると、当社は印紙税法の非課税となる要

件に該当しないので、収入印紙を貼り付けて契約書を作成。一方、「印紙税法別表第３の下欄に

掲げる者」に該当するＣ企業年金基金は、今回の契約書が「印紙税法別表第３の上欄に掲げる

文書」で印紙税法の非課税文書に該当するので収入印紙を貼り付けずに契約書を作成。そして

お互いに作成した契約書を交換する、というイメージですね。 

…それにしても、今回のケースに限らず、印紙税の課税判断は悩ましいことが多いですよね。

確定給付企業年金制度の契約書類においても、業務委託契約書や総幹事業務契約書に収入印紙

を貼らないのは何故だろうと疑問に思います。何か決まりがあるのでしょうか？ 

Ｂ 課 長：印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られているよ。印紙税法別表第

１（課税物件表）に掲げられている第１号文書から第２０号文書までの２０種類の文書を課税

対象としているんだ。逆に言えば、当該２０種類の文書に該当しなければ、その文書は不課税

となるんだ。 

確定給付企業年金制度の契約書類では、

「年金信託契約書」、「年金信託契約に

係る信託報酬に関する協定書」などは、

印紙税法別表第１の第１２号文書に該

当するので、課税対象となるよ。対し

て、業務委託契約書や総幹事業務契約

書などは、上表の２０種類の文書に該当しない「委任に関する文書」なので不課税となり、収

入印紙の貼り付けが不要なんだよ。 

ただし、この判断は、具体的な契約書条項を税当局に提示したうえで判断を仰ぐなど、課税関

係について疑義のない契約書を使用して契約を締結する場合だということに注意が必要だよ。

印紙税の課税判断は、契約書類名（タイトル）ではなく、契約書類に記載の内容で判断される

んだ。例えば、契約書類名が「業務委託契約書」であっても、課税関係について疑義のない契

約書に記載の契約内容と異なる内容で契約を締結する場合は、その記載内容によっては、印紙

税法別表第１の第２号文書の「請負に関する契約書」などに該当してしまう場合があるんだよ。 

Ａ さ ん：「請負に関する契約書」に該当すれば課税の対象になり、「委任に関する文書」に該当すれば不

課税ということですね。標準外の契約書類の場合は安易に判断せず、課税可否判断等を都度確

認する必要がありますね。 

ありがとうございました。非常に勉強になりました。今後も知識の幅を広げて、お客さまのご

質問に迅速・的確に答えられるように精進します。 

Ｂ 課 長：期待しているよ。 

  （年金業務部 申請・契約グループ） 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

〇前号（2020年1月号）本題における＜図表３＞に関する補足 

 前号３頁＜図表３＞中「施行時期」は、それぞれ第6回社会保障審議会企業年金・個人年金部会資料「企業年

金のガバナンス等について」（26頁）の脚注をそのまま引用したものです。いずれの項目も2018年5月施行の

法改正によるものですが、最下段の「事業主による運営管理機関の定期的な評価」のみ法律の施行日（2018

年5月1日）と通知の適用日（2018年7月24日）が同一でないため、一部不明確な表現となっておりました。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
印紙税法別表第１ 課税物件表 

  注）1号,3号～11号,13号～20号は掲載を省略  

番号 課税物件(文書の種類) 課税標準(印紙税額) 

2号 請負に関する契約書 略 (※) 

12号 信託行為に関する契約書 1通につき２００円 

※ 契約金額に応じ、２００円～ 
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